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三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

 

2021年 9月 25日 

再開発勉強会有志 

【かわら版第 16号】 

「準備組合」の見分け方 
 

再開発の話になると必ず窓口として登場する「準備組合」。 

再開発は地権者が主体で進める事業ですから、「準備組合」が 

真に地権者により民主的に運営されるのであれば、何ら問題は

ありません。しかし、もし準備組合が再開発業者に実効支配さ

れ、「再開発ありき」の姿勢で運営されているのであれば、その

ような「準備組合」への加入は再考すべきです。 

 

私たちは、この観点から三田５丁目の準備組合を見つめ直し

てみる必要があります。本当に「地権者の」、「地権者による」、

「地権者のため」の準備組合となっているのか？ 

「準備組合」の見分け方を伝授した動画がありますので、 

是非、ご家族や友人に頼んでインターネットでご覧下さい。 

●動画タイトル：地権者主体の準備組合は本物か？ 

●URL:  https://www.youtube.com/watch?v=7YL4zNmicA0 

●検索エンジン：YouTube 再開発注意点#6  
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再開発はまだ何も決まっていませんし、概ね「８割」の地権者が

「同意」をしない限り再開発は原則として進むことはありません。 

その「８割同意達成」までは何年もかかるのが一般的で、近隣

の三田小山町西地区では「８割同意」まで 22年もかかりました。

当地区でも既に「同意しない」住民が一定数確認されています。 

さて、再開発業者が実効支配する「準備組合」の場合、地権者

の「同意」を求めて執拗な勧誘活動が行われることがよくありま

す。その場合、「皆さまの準備組合」を標榜しながらも、 

私たちのもとへ勧誘にやって来るのは決まって再開発業者側の 

背広姿の社員たちですのですぐ見分けることができます。 

彼らは「あたかも再開発が既定路線」であるかの如く、「港区も

認知した」、「○○%が準備組合へ加入」、「住民の多くが賛成」な

どと、言葉巧みに私たちを再開発賛成へと誘導しようとしますが、

彼らの言質を額面通りに受け取るべきではありません。 
 

そもそも「準備組合」は住友不動産のような大企業とは異なり、 

「信用」も「実績」も「資産」もない単なる私的団体です。法人格さ

えありません。そのような団体の理事長宛に私たちの大切な土

地資産を一任する「同意書」を提出しろと言うのですから要注意

です。背後に住友不動産がいながら、住友の社名は書面等に

は一切登場してこないと言う不自然さにもお気づき下さい！ 
 

準備組合が「地権者の団体」なのか、それとも「業者の営業所」

なのかを先ずは見極めてください。準備組合との対話は自由で

すが決して義務ではありません。港区もこの点を確認済です。 

義務はでない以上、不要・不快と感じたら断ることも出来ます。 

 

(世話役：佐々木光子 h7835575@yahoo.co.jp) 
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